
高知県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款

第１条（総則）

高知県畜産試験場（以下「県」という。）が販売等で譲り渡す家畜人工

授精用精液及び家畜受精卵（以下「精液等」という。）について、精液等

を譲り受ける者（以下「譲受者」という。）は、この約款に基づき、精液

等を利用しなければならない。

第２条（禁止事項）

譲受者は、県から譲渡された精液等を使用または第三者に譲渡する場合

には、以下の行為を行ってはならない。

１．家畜改良増殖法など関連法令に違反する行為

２．精液等を日本国外に持ち出すための行為

３．精液等を日本国内で飼養される肉用牛の生産及び改良の目的以外で

利用する行為

４．褐毛和種高知系については、高知県外で種雄牛を造成する行為

第３条（第三者への譲渡）

譲受者は、県から譲渡された精液等を第三者に譲渡する場合には、譲受

者と当該第三者間の契約において、本契約により譲受者が負う義務と同様

の義務を当該第三者に課さなければならない。


